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１ 実施期間 

  ７月１５日(火)から７月２４日(木)の１０日間 

２ 重点項目 

 ・ 自転車乗車時のヘルメット着用促進と交通ルールの遵守 

 ・ 子供と高齢者の交通事故防止 

 ・ 飲酒運転の根絶 

 令和７年５月末現在、埼玉県内における交通事故死者数は４９人

で、前年比プラス１１人と増加、高齢者の占める割合が高くなってい

ます。 

 人も車も自転車も、交通ルールを守って交通事故を無くしましょ

う。 

 

 

 

 毎年７月から８月は川やプールでの水難事故 

の発生件数と死者数が多くなる傾向があります。 

 ・ 川での発生が８割以上を占める 

 ・ 飲酒して遊泳すると溺れやすい 

 ・ 親が子供から目を離すと溺れやすい 

 

ルールを守り、楽しい夏を過ごしましょう。 

 

 

  

  

１ 受付期間 

  ７月１５日(火)午前９時から８月２７日(水)午後５時まで 

２ 一次試験日 

  ９月２１日(日) 

３ 問い合わせ先 

  埼玉県羽生警察署 ０４８‐５６２‐０１１０ 

 

インターネットからの申し込みを推奨しております 

高校３年生(卒業見込み)の方も受験可能です 

 

羽生警察署ホーム 

ページはこちら↓ 

管内事件情報 
 
5/21～6/20 

 
<上新郷> 

 
侵入盗 

 
<下新田> 

 
なし 

 
<下新郷> 

 
自転車盗 

埼玉県警察官採用試験 

 

 

 


